
様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

条例個人情報ファイルの名称 個別的労使紛争に係るあっせん事件一覧 

行政機関等の名称 茨城県労働委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県労働委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

個別的労使紛争に係るあっせん事件の実績の記録のために

利用する。 

記録項目 

１事件番号、２事件名、３業種、４従業員数、５申請者、６

申請者区分、７申請月日、８あっせん事項、９あっせん員指

名月日、10終結月日、11あっせん回数、12所要日数、13調整

結果、14終結概要、15あっせん員 

記録範囲 
あっせん申請者（使用者があっせんを申請した場合にあっ

ては、被申請者） 

記録情報の収集方法 あっせん申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県労働委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 茨城県労働委員会委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県労働委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県労働委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

労働委員会委員との連絡調整・文書の送付を行うために利

用する。 

記録項目 

１委員の区分、２氏名、３生年月日、４満年齢、５現職、６

勤務先住所、７勤務先電話番号、８勤務先FAX番号、９勤務

先メールアドレス、10自宅住所、11自宅電話番号、12携帯電

話番号、13期数、14任命年月日、15在職年月数 

記録範囲 労働委員会委員 

記録情報の収集方法 労働委員会委員本人から提出された履歴書、連絡先 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県労働委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 労働委員会歴代委員名簿 

行政機関等の名称 茨城県労働委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県労働委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

労働委員会の歴代委員、歴代の会長及び歴代の副会長の記

録として利用する。 

記録項目 

１任期、２委員の区分、３氏名、４就任当時の職業、５（任

期途中の就任の場合）就任年月日、６（任期途中の退任の場

合）退任年月日 

記録範囲 労働委員会委員に任命された者 

記録情報の収集方法 労働委員会委員の履歴書、辞令等 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県労働委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考 － 

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 叙勲及び褒章受章者一覧 

行政機関等の名称 茨城県労働委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県労働委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

叙勲及び褒章事務に利用する。 

記録項目 
１氏名、２当該団体等の役職名、３勲章時期、４勲等、５褒

章時期、６種別 

記録範囲 叙勲及び褒章受章者 

記録情報の収集方法 労働委員会事務局の記録 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県労働委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

備   考  

 



様式第２号（第３条第３項関係） 

条例個人情報ファイル簿 （単票） 

 

条例個人情報ファイルの名称 労働相談集計表 

行政機関等の名称 茨城県労働委員会 

条例個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさどる
組織の名称 

茨城県労働委員会事務局 

条例個人情報ファイルの利用
目的 

労働相談の状況を把握するために利用する。 

記録項目 
１受付日、２相談者名、３労使別、４相談方法、５相談事

項、６集計分類、７担当職員 

記録範囲 労働相談を行った者 

記録情報の収集方法 電話及び面談での聴取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県労働委員会事務局 

（所在地）〒３１０－８５５５ 

     茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

－ 

条例個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

☑法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 □無 

備   考  

 


